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肥
前
佐
賀
藩
、
鍋
島
氏
へ
の
松
平
氏
下
賜村　

　

川　
　

浩　
　

平

は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
、
外
様
大
名
な
ど
に
、
松
平
氏
（
名
字
）
が
下
賜
（
授
与
）
さ
れ
、
下
賜
さ
れ
た
大
名
が
松
平
氏
を
称
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。

　

さ
て
中
村
孝
也
氏
は
、
松
平
氏
を
称
す
る
者
を
、

第
一
類
︱
清
康
以
前
に
分
派
し
た
も
の
。

第
二
類
︱
家
康
以
後
に
分
派
し
た
も
の
。

第
三
類
︱
外
様
大
名
に
し
て
許
さ
れ
た
も
の
。

と
、
三
種
類
に
分
け
た
上
で
、「
松
平
族
」
と
し
て
検
討
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
①
譜
代
で
松
平
氏
を
下
賜
さ
れ
た
者
が
分
類
か
ら
欠
落
し
、
②
戦
国
期
の
松
平
氏
、
つ
ま
り
「
第
一
類
」
の
松
平
氏
の
検
討
が
殆
ど

で
あ
る
。

　

な
お
、
鍋
島
氏
へ
の
松
平
氏
下
賜
に
つ
い
て
は
、
中
村
氏
は
、
①
光
茂
が
初
見
で
あ
る
、
②
治
茂
ま
で
代
々
繰
り
返
し
行
わ
れ
た
儀
礼
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。
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松
平
氏
下
賜
に
つ
い
て
は
、
中
村
氏
以
外
に
も
、
藤
野
保
・
朝
尾
直
弘
氏
の
言
及
が
あ
る
。
が
、
中
村
氏
同
様
、
松
平
の
名
字
が
与
え
ら
れ

た
こ
と
自
体
に
だ
け
言
及
さ
れ
て
お
り
、
概
説
的
な
言
及
に
と
ど
ま
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
れ
故
、
以
前
、
筆
者
は
、「
幕
府
日
記
」「
間
部
日
記
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）
な
ど
信
頼
性
が
高
い
史
料
を
使
っ
て
、
松
平
氏
下
賜
全

般
の
授
受
具
体
像
と
基
本
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
降
、
鍋
島
氏
へ
の
松
平
氏
下
賜
の
具
体
像
と
特
徴
に
つ
い
て
は
、
筆

者
も
含
め
、
等
閑
に
付
し
て
き
た
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
段
階
で
、
中
村
氏
の
批
判
的
継
承
と
い
う
立
場
か
ら
、
鍋
島
氏
へ
の
松
平
氏
下
賜
に
つ
い
て
、
忠
直
か
ら
茂

実
ま
で
、
手
続
き
の
具
体
像
と
特
徴
を
論
じ
る
た
め
に
、「
鍋
島
家
文
書
」（
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
）
な
ど
を
使
っ
て
、
実
態
を
明
ら
か
に
し

た
い
。

歴
代
藩
主
等
へ
の
松
平
氏
下
賜

　

戦
国
時
代
、
九
州
に
は
竜
造
寺
・
大
友
・
島
津
氏
の
三
大
勢
力
が
存
在
し
た
。

　

天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）、
竜
造
寺
氏
の
当
主
、
隆
信
が
島
津
氏
と
の
戦
い
で
戦
死
し
た
後
、
隆
信
の
子
、
政
家
が
家
督
を
継
ぎ
、
羽
柴

秀
吉
に
従
い
、
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
七
月
に
羽
柴
氏
（
名
字
）・
豊
臣
姓
（
本
姓
）
を
与
え
ら
れ
た
。

　

当
時
、
鍋
島
直
茂
は
竜
造
寺
家
の
筆
頭
重
臣
で
あ
り
、
隆
信
の
死
後
、
病
弱
な
主
君
、
政
家
を
支
え
つ
つ
実
権
を
掌
握
し
、
諸
事
代
行
し
て

い
た
。
直
茂
は
、
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
正
月
七
日
に
豊
臣
姓
を
与
え
ら
れ
、
直
茂
の
実
子
、
勝
茂
も
同
年
十
月
二
十
一
日
に
豊
臣
姓
を

与
え
ら
れ
た
。

　

天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）、
政
家
が
病
弱
と
の
理
由
で
隠
居
す
る
と
、
政
家
の
実
子
で
あ
る
高
房
が
幼
少
の
た
め
、
直
茂
が
政
家
の
養
子

に
な
り
、
家
督
を
継
い
だ
（
佐
賀
鍋
島
藩
の
成
立
）。
関
が
原
を
主
戦
場
と
す
る
天
下
分
け
目
の
戦
い
で
は
、
直
茂
が
徳
川
家
康
方
（
東
軍
）
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に
参
加
し
た
一
方
、勝
茂
（
直
茂
の
実
子
）・
高
房
は
石
田
三
成
方
（
西
軍
）
に
参
加
し
た
。
関
が
原
の
戦
い
で
は
東
軍
が
勝
利
し
た
が
、勝
茂
・

高
房
は
、
勝
茂
が
西
軍
の
柳
河
城
主
、
立
花
宗
茂
を
攻
撃
し
た
こ
と
な
ど
で
家
康
か
ら
許
さ
れ
た
。
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）、
勝
茂
は
家
康

の
養
女
（
岡
部
長
盛
の
娘
）
と
結
婚
し
た
。
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）、
竜
造
寺
高
房
・
政
家
は
相
次
い
で
死
去
し
、
竜
造
寺
本
家
は
断
絶

し
た
。
一
方
、
勝
茂
は
、
直
茂
の
家
督
を
継
い
だ
。
佐
賀
藩
に
お
け
る
鍋
島
氏
の
世
襲
が
確
定
し
た
。

　

勝
茂
は
、
家
康
の
養
女
が
初
め
て
産
ん
だ
男
児
、
四
男
忠
直
を
嫡
子
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
長
男
元
茂
は
廃
嫡
さ
れ
、
小
城
藩
主
と
な
っ
た
。

　

以
下
、歴
代
藩
主
等
へ
の
松
平
氏
下
賜
に
つ
い
て
、史
料
を
解
読
し
、検
討
し
て
い
く
（
以
下
、人
物
紹
介
は
、『
新
訂　

寛
政
重
修
諸
家
譜
』、

お
よ
び
、『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
の
解
説
）。

　

鍋
島
家
側
・
幕
府
側
、
双
方
の
史
料
を
、
突
き
合
わ
せ
て
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

一
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
十
二
月
二
十
六
日
、
忠
直

　

忠
直
は
、
慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）
に
生
ま
れ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
生
母
が
家
康
の
養
女
で
あ
っ
た
た
め
、
嫡
子
と
な
っ
た
。

（
史
料
一
の
一
）

　
　

宜
任

　
　
　
　

松
平
肥
前
守

　
　
　

元
和
八
年
拾
二
月
廿
六
日　

御
判
（
徳
川
秀
忠
）　　

（
史
料
一
の
二
）　

将
軍
家
秀
忠
の
家
号
、
忠
の
字
を
受
る
。

（
史
料
一
の
三
）　
（
元
和
）
八
年
十
二
月
二
十
六
日
従
五
位
下
肥
前
守
に
叙
任
し
、
台
徳
院
殿
よ
り
御
諱
の
字
を
た
ま
ひ
、
忠
直
と
名
の
り
、

松
平
の
御
称
号
、
及
び
時
服
御
馬
等
を
賜
ひ
、（
下
略
）
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忠
直
が
、
元
服
を
将
軍
御
前
で
行
い
、
松
平
の
名
字
と
、
将
軍
秀
忠
の
偏
諱
を
賜
い
、
従
五
位
下
肥
前
守
に
叙
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
十
二
月
二
十
二
日
、
光
茂

　

光
茂
は
、寛
永
九
年（
一
六
三
二
）に
、忠
直
の
嫡
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
母
は
、松
平（
奥
平
）忠
明
の
娘
で
あ
る
。
寛
永
十
四
年（
一
六
三
七
）、

外
祖
父
で
あ
る
忠
明
の
願
い
に
よ
り
、
初
め
て
将
軍
家
光
に
拝
謁
し
た
。
そ
の
後
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
に
家
光
の
御
前
で
元
服
し
た
。

松
平
の
名
字
を
下
賜
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
時
で
あ
る
。

（
史
料
二
の
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鍋
嶋　

翁
助

右
元
服
、
被　

仰
付
之
、
御
字
并
松
平
之
御
称
号

被
下
之
、
任
丹
後
守
、
可
叙
四
品
旨
、
被　

仰
出
之
、

　

御
太
刀
一
腰　

国
行

　

御
馬
代
銀
三
百
枚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
丹
後
守

　

御
服
二
十　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
茂

　

御
盃
事
有
之
、
御
腰
物
二
字
国
俊
代
金
三
十
枚
被
下
之

（
史
料
二
の
二
）　

家
号
并
光
の
字
を
受
て
光
茂
と
名
乗
る
。

（
史
料
二
の
三
）　

慶
安
元
年
十
二
月
二
十
二
日
御
前
に
を
い
て
元
服
し
、
御
諱
の
字
、
松
平
の
御
称
号
、
及
び
国
行
の
御
刀
を
賜
ひ
、
従
四
位

下
丹
後
守
に
叙
任
し
、
光
茂
と
名
の
る
。

　

光
茂
が
、
元
服
を
将
軍
御
前
で
行
い
、
松
平
の
名
字
と
、
将
軍
家
光
の
偏
諱
を
賜
い
、
従
四
位
下
丹
後
守
に
叙
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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三
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
十
二
月
二
十
五
日
、
綱
茂

　

綱
茂
は
、
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
に
、
光
茂
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
母
は
、
米
沢
藩
主
、
上
杉
定
勝
の
娘
で
あ
る
。

（
史
料
三
の
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
丹
後
守
嫡
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鍋
嶋
左
衛
門　

右
元
服
、
松
平
姓
亦
御
諱
字
被
下
之
、

改
松
平
信
濃
守
綱
茂

（
史
料
三
の
二
）　

家
号
并
綱
の
字
を
受
て
綱
茂
と
名
乗
る
。

（
史
料
三
の
三
）　

寛
文
七
年
十
二
月
二
十
五
日
御
前
に
を
い
て
元
服
し
、
御
諱
の
字
を
よ
び
御
称
号
を
賜
り
、
従
四
位
下
信
濃
守
に
叙
任
し
、

綱
茂
と
め
さ
れ
、
助
眞
の
御
刀
を
賜
ふ
。

　

綱
茂
が
、
元
服
を
将
軍
御
前
で
行
い
、
松
平
の
名
字
と
、
将
軍
家
綱
の
偏
諱
を
賜
い
、
従
四
位
下
信
濃
守
に
叙
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
十
二
月
五
日
、
吉
茂

　

吉
茂
は
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
に
、
光
茂
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
兄
で
あ
る
綱
茂
の
嗣
子
に
な
っ
た
。

（
史
料
四
の
一
）

　
　
　

元
服

　
　
　
　

鍋
嶋
弾
正
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改
松
平
左
衛
門
佐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
茂

（
史
料
四
の
二
）　

家
号
并
吉
の
字
を
受
て
吉
茂
と
名
乗
る
。

（
史
料
四
の
三
）　
（
宝
永
三
年
）
十
二
月
五
日
御
前
に
を
い
て
首
服
を
加
へ
ら
れ
、
御
諱
の
字
、
御
称
号
を
賜
は
り
、
従
四
位
下
左
衛
門
佐
に

叙
任
し
、
吉
茂
と
名
の
り
、
則
成
の
御
刀
を
賜
ふ
。

　

吉
茂
が
、
将
軍
御
前
で
、
松
平
の
名
字
と
、
将
軍
綱
吉
の
偏
諱
を
賜
い
、
従
四
位
下
左
衛
門
佐
に
叙
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
吉
茂
の
初

名
は
矩
茂
（
そ
の
後
、直
利
）
で
あ
り
、年
齢
か
ら
い
っ
て
も
、既
に
元
服
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、「
首
服
を
加
へ
ら
れ
」（
史
料
四
の
三
）
は
、

そ
の
点
で
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

五
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
十
二
月
十
八
日
、
宗
茂

　

宗
茂
は
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
に
、
光
茂
の
十
五
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
兄
で
あ
る
吉
茂
の
嗣
子
に
な
っ
た
。

（
史
料
五
の
一
）　
（
享
保
元
年
）
同
月
（
十
二
月
）
十
八
日
（
中
略
）
御
黒
書
院
ニ
而
御
目
見
、
御
一
字
御
称
号
御
拝
領
遊
ハ
さ
れ
、
信
濃
守

宗
茂
と
称
せ
ら
る　

折
紙
ハ
御
用
番
久
世
大
和
守
殿
相
渡
さ
る
（
下
略
）

（
史
料
五
の
二
）　

家
号
并
宗
の
字
を
受
て
宗
茂
と
名
乗
る
。

（
史
料
五
の
三
）　
（
享
保
元
年
）
十
二
月
十
八
日
御
前
に
を
い
て
元
服
し
、
御
諱
の
字
を
よ
び
御
称
号
を
た
ま
は
り
、
従
四
位
下
信
濃
守
に
叙

任
し
、
宗
茂
と
あ
ら
た
め
、
吉
岡
助
包
の
御
刀
を
賜
ふ
。

　

宗
茂
が
、
将
軍
御
前
で
、
松
平
の
名
字
と
、
将
軍
吉
宗
の
偏
諱
を
賜
い
、
従
四
位
下
信
濃
守
に
叙
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宗
茂
の
初
名

は
直
董
で
あ
り
、
年
齢
か
ら
い
っ
て
も
、
既
に
元
服
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、「
元
服
し
」（
史
料
五
の
三
）
は
、
そ
の
点
で
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
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さ
ら
に
宗
茂
の
事
例
で
特
筆
す
べ
き
は
、「（
御
一
字
御
称
号
の
）
折
紙
」、
す
な
わ
ち
、
一
字
状
（
一
字
書
出
状
）・
松
平
状
（
松
平
氏
下
賜

状
）
の
存
在
お
よ
び
授
受
が
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
（
史
料
五
の
一
）。
従
来
、
松
平
状
の
存
在
が
確
認
で
き
た
の
は
、
佐
賀
藩
初
代
藩
主
、

鍋
島
勝
茂
の
嫡
子
だ
っ
た
忠
直
だ
け
な
の
で
、
こ
れ
は
新
た
な
成
果
で
あ
る
。

六
、
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
十
二
月
六
日
、
宗
教

　

宗
教
は
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
、
宗
茂
の
嫡
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。

（
史
料
六
の
一
）　
（
享
保
十
七
年
）
十
二
月
六
日
、
於
御
前
丹
州
様
（
鍋
島
宗
教
）
御
元
服
、
御
父
子
様
御
献
上
物
等
如
例

（
史
料
六
の
二
）　
（
享
保
十
七
年
）
十
二
月
六
日
御
元
服
、
御
一
字
御
称
号
御
拝
領
、
被
叙
四
品　

被
任
丹
後
守
、
宗
教
公
と
奉
申

（
史
料
六
の
三
）　

家
号
并
宗
の
字
を
受
て
宗
教
と
名
乗
る
。

（
史
料
六
の
四
）　
（
享
保
）
十
七
年
十
二
月
六
日
御
前
に
を
い
て
元
服
し
、御
諱
の
字
、及
び
御
称
号
を
賜
は
り
、従
四
位
下
丹
後
守
に
叙
任
し
、

宗
教
と
名
の
り
、
備
前
盛
景
の
御
刀
を
賜
ふ
。

　

宗
教
が
、
元
服
を
将
軍
御
前
で
行
い
、
松
平
の
名
字
と
、
将
軍
吉
宗
の
偏
諱
を
賜
い
、
従
四
位
下
丹
後
守
に
叙
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

七
、
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
三
月
ニ
十
一
日
、
重
茂

　

重
茂
は
、
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
に
、
宗
茂
の
七
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
兄
で
あ
る
宗
教
の
嗣
子
に
な
っ
た
。

（
史
料
七
の
一
）
公
方
様
御
黒
書
院
エ
出
御
、　

公
ヲ　

御
前
エ
被　

召
出
、
御
一
字
御
称
号
ノ
御
折
紙
、
御
用
番
堀
田
相
模
守
殿
相
渡
サ
レ
、

被
叙
四
位
ノ
旨
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上
意
ノ
趣
御
同
人
御
伝
達
、（
下
略
）

（
史
料
七
の
二
）　

家
号
并
重
の
字
を
受
て
重
茂
と
名
乗
る
。

（
史
料
七
の
三
）　
（
寛
延
二
年
三
月
）
二
十
一
日
御
前
に
を
い
て
元
服
し
、御
諱
の
字
、及
び
御
称
号
を
賜
は
り
、従
四
位
下
上
総
介
に
叙
任
し
、

重
茂
と
名
の
り
、
備
前
政
光
の
御
刀
を
賜
ひ
、（
下
略
）

　

重
茂
が
、
元
服
を
将
軍
御
前
で
行
い
、
松
平
の
名
字
と
、
将
軍
家
重
の
偏
諱
を
賜
い
、
従
四
位
下
上
総
介
に
叙
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
重
茂
の
事
例
で
特
筆
す
べ
き
は
、「
御
一
字
御
称
号
ノ
御
折
紙
」、す
な
わ
ち
、一
字
状
（
一
字
書
出
状
）・
松
平
状
（
松
平
氏
下
賜
状
）

の
存
在
お
よ
び
授
受
が
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
（
史
料
七
の
一
）。
従
来
、
松
平
状
の
存
在
が
確
認
で
き
た
の
は
、
佐
賀
藩
初
代
藩
主
、
鍋

島
勝
茂
の
嫡
子
だ
っ
た
忠
直
だ
け
な
の
で
、
こ
れ
は
新
た
な
成
果
で
あ
る
。

八
、
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
十
一
月
七
日
、
治
茂

　

治
茂
は
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
に
、
宗
茂
の
十
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
兄
で
あ
る
重
茂
の
嗣
子
に
な
っ
た
。

（
史
料
八
の
一
）

御
字　

御
称
号
之
折
紙
老
中
可
相
渡
候
間
罷
出
頂
戴
之
、
御
次
間
江
被
持
退
、（
下
略
）

（
史
料
八
の
二
）

　
　
　
　

銀
三
拾
枚　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　

巻
物　

十　
　
　
　
　
　
　
　

鍋
嶋
肥
前
守

　
　
　
　

御
馬
一
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

治
茂
ト
改

　
　
　
　

御
刀
行
長
代
金
拾
枚

（
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右
御
一
字　

御
称
号
被
下
、
被
叙
四
品
、
御
盃
頂
戴
之

御
刀　

正
盛
代
金
十
五
枚　

拝
領
之　

畢
而

（
史
料
八
の
三
）　

家
号
并
治
の
字
を
受
て
治
茂
と
名
乗
る
。

（
史
料
八
の
四
）　
（
明
和
七
年
）
十
一
月
七
日
御
前
に
を
い
て
、
御
諱
の
字
、
及
び
御
称
号
を
賜
は
り
、
従
四
位
下
に
叙
し
、
治
茂
に
改
め
、

正
盛
の
御
刀
を
賜
ふ
。

　

治
茂
が
、
将
軍
御
前
で
、
松
平
の
名
字
と
、
将
軍
家
治
の
偏
諱
を
賜
い
、
従
四
位
下
に
叙
位
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
治
茂
の
初
名
は
直
熙

で
あ
り
、
既
に
元
服
し
て
い
た
。

　

さ
ら
に
治
茂
の
事
例
で
特
筆
す
べ
き
は
、「
御
字　

御
称
号
之
折
紙
」、
す
な
わ
ち
、
一
字
状
（
一
字
書
出
状
）・
松
平
状
（
松
平
氏
下
賜
状
）

の
存
在
お
よ
び
授
受
が
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
（
史
料
八
の
一
）。
従
来
、
松
平
状
の
存
在
が
確
認
で
き
た
の
は
、
佐
賀
藩
初
代
藩
主
、
鍋

島
勝
茂
の
嫡
子
だ
っ
た
忠
直
だ
け
な
の
で
、
こ
れ
は
新
た
な
成
果
で
あ
る
。

九
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
十
二
月
二
十
二
日
、
斉
直

　

斉
直
は
、
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
に
、
治
茂
の
嫡
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。

（
史
料
九
の
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鍋
嶋
祥
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
衛
門
佐
ト
改

右
元
服
、
被　

仰
付
候
付
、　

御
目
見　

御
称
号

御
一
字
被
下
、
被
叙
四
品

（
37
）

（
38
）

（
39
）

（
40
）



村川浩平　　肥前佐賀藩、鍋島氏への松平氏下賜129
　
　

御
太
刀
一
腰

　
　

銀
三
十
枚　

　
　

巻
物　

十　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
平
左
衛
門
佐

　
　

御
馬
裸
脊
一
疋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

斉
直

　
　

御
刀
備
前
国
清
光

　
　
　
　
　
　
　

代
金
拾
枚

（
史
料
九
の
二
）
鍋
嶋
祥
太
郎
元
服
し
て
備
前
国
清
光
の
刀
に
。
太
刀
。
馬
。
銀
子
。
巻
物
を
さ
ゝ
げ
。
若
君
（
徳
川
家
慶
）
へ
美
濃
国
兼
定
の

刀
を
献
り
見
え
奉
り
。
御
家
号
。
御
名
の
字
賜
は
り
。
従
四
位
下
に
叙
し
松
平
左
衛
門
佐
斉
直
と
あ
ら
た
め
。

（
史
料
九
の
三
）　
（
寛
政
七
年
十
二
月
）
二
十
二
日
御
前
に
を
い
て
元
服
し
、
御
名
の
字
、
及
び
御
称
号
を
賜
は
り
、
従
四
位
下
左
衛
門
佐
に

叙
任
し
、
斉
直
に
改
む
。

（
史
料
九
の
四
）
家
号
并
斉
の
字
を
受
て
斉
直
と
名
乗
る
。

（
史
料
九
の
五
）

          　
　

 

御
黒
書
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鍋
嶋
祥
太
郎

　
　
　
　

御
縁
頬
ニ
而

　
　
　
　

御
目
見
、
小
サ
刀
之
儘
、
御
下
段
御
敷
居

　
　
　
　

之
内
、
御
右
之
方
着
座
、
此
時
、

　
　
　
　

御
一
字
御
称
号
之
折
紙
、
老
中
可

　
　
　
　

相
渡
候
間
、
罷
出
頂
戴
、
御
次
間
江
被

（
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持
退
、
此
節
、

　
　
　
　

上
意
之
趣
、
老
中
申
達
、
其
後
、
以
進
物

　
　
　
　

御
縁
頬
ニ
而
御
礼
、
御
次
間
江
退
座

　

斉
直
が
、
元
服
を
将
軍
御
前
で
行
い
、
松
平
の
名
字
と
、
将
軍
家
斉
の
偏
諱
を
賜
い
、
従
四
位
下
左
衛
門
佐
に
叙
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
斉
直
の
事
例
で
特
筆
す
べ
き
は
、「
御
一
字
御
称
号
之
御
折
紙
」、す
な
わ
ち
、一
字
状
（
一
字
書
出
状
）・
松
平
状
（
松
平
氏
下
賜
状
）

の
存
在
お
よ
び
授
受
が
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、松
平
状
の
存
在
が
確
認
で
き
た
の
は
、佐
賀
藩
初
代
藩
主
、鍋
島
勝
茂
の
嫡
子
だ
っ

た
忠
直
だ
け
な
の
で
、
こ
れ
は
新
た
な
成
果
で
あ
る
。

十
、
文
政
十
年
（
一
八
一
七
）
十
二
月
二
十
二
日
、
斉
正　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

斉
正
（
の
ち
直
正
）
は
、
文
化
十
一
年
（
一
八
一
五
）
に
、
斉
直
の
男
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。

（
史
料
十
の
一
）　
（
文
政
十
年
十
二
月
）
廿
二
日
松
平
肥
前
守
子
、
貞
丸
見
え
た
て
ま
つ
り
。
御
一
字
御
称
号
を
賜
ひ
。
従
四
位
下
に
叙
し
。

信
濃
守
斉
正
と
あ
ら
た
め
（
下
略
）

（
史
料
十
の
二
） 

家
号
并
斉
の
字
を
受
て
斉
正
と
名
乗
り
、
従
四
位
下
信
濃
守
に
任
ず
。

　

斉
正
が
、
元
服
を
将
軍
御
前
で
行
い
、
松
平
の
名
字
と
、
将
軍
家
斉
の
偏
諱
を
賜
い
、
従
四
位
下
信
濃
守
に
叙
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、そ
の
当
時
の
諸
藩
の
、藩
主
の
氏
名
・
家
紋
な
ど
を
一
覧
で
き
る
、同
時
代
史
料
の
「
武
鑑
」
の
記
事
か
ら
も
、確
認
で
き
る
。

（
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十
一
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
三
月
十
三
日
、 

茂
実

　
　
　
　
　
　
　
　

　

茂
実
（
の
ち
直
大
）
は
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
、
斉
正
の
男
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。

　

茂
実
へ
の
松
平
氏
下
賜
は
、
松
平
氏
下
賜
の
根
拠
と
し
て
利
用
し
て
き
た
、
こ
れ
ま
で
の
史
料
（
日
記
・
家
譜
な
ど
）
で
は
、
一
切
確
認
で

き
な
い
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、
同
時
代
史
料
で
あ
る
、「
武
鑑
」
の
記
事
を
見
る
と
、

　

①　

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
発
行
の
「
大
成
武
鑑
」
で
は
、「
御
嫡　

松
平
淳
一
郎
」

　

②　

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
発
行
の
「
大
成
武
鑑
」
で
は
、「
御
嫡　

鍋
嶋
淳
一
郎
」　

　

③　

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
発
行
の
「
万
延
武
鑑
」
で
は
、「
御
嫡　

鍋
嶋
淳
一
郎
」

と
な
っ
て
い
て
一
貫
し
て
お
ら
ず
、「
武
鑑
」
の
記
事
だ
け
で
は
、
茂
実
へ
の
松
平
氏
下
賜
を
確
認
で
き
た
、
と
は
言
い
難
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
佐
賀
県
立
図
書
館
〈
鍋
島
家
文
庫
〉
所
蔵
の
史
料
に
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
三
月
十
三
日
の
記
録
が
あ
る
。

（
史
料
十
一
の
一
）

　

若
殿
様
、
先
月
十
三
日
依
御
奉
書
御
登

　

城
被
遊
候
処
、
於　

御
黒
書
院

　

御
目
見
、　

御
一
字

　

御
称
号
御
拝
領
、
被
叙
任
従
四
位
下
侍
従

　

御
盃
御
刀
御
頂
戴
之

　

茂
実
が
、
松
平
の
名
字
と
、
将
軍
家
茂
の
偏
諱
を
賜
い
、
従
四
位
下
侍
従
に
叙
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

た
だ
し
、
松
平
状
の
存
在
お
よ
び
授
受
に
つ
い
て
は
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
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結　
　

語

　

本
稿
で
は
、
鍋
島
氏
へ
の
松
平
氏
下
賜
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

①　

鍋
島
氏
へ
の
松
平
氏
下
賜
は
、
個
人
単
位
で
、
す
べ
て
将
軍
御
前
で
行
わ
れ
た
。

　

原
則
と
し
て
元
服
の
時
で
あ
り
、
そ
う
で
は
な
い
場
合
を
含
め
、
松
平
氏
下
賜
に
は
嫡
子
決
定
の
意
味
が
あ
る
、
と
指
摘
で
き
る
。

　

な
お
、
松
平
の
名
字
を
徳
川
将
軍
か
ら
下
賜
さ
れ
る
前
は
、
鍋
島
の
名
字
を
使
用
し
て
い
た
。

　

②　

松
平
状
の
存
在
お
よ
び
授
受
が
、
鍋
島
氏
最
初
の
事
例
の
忠
直
以
外
に
、
宗
茂
・
重
茂
・
治
茂
・
斉
直
の
４
人
の
事
例
に
お
い
て
も
、

新
た
に
確
認
で
き
た
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
少
な
く
と
も
当
時
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
松
平
状
は
全
部
で
９
点
。
江
戸
後
期
で
は
、

蜂
須
賀
斉
昌
へ
の
松
平
状
し
か
確
認
で
き
て
い
な
い
の
で
、
松
平
状
そ
の
も
の
は
現
存
し
な
い
に
せ
よ
、
こ
れ
は
貴
重
で
あ
る
。

　

佐
賀
藩
、
鍋
島
氏
へ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
、
叙
位
任
官
・
一
字
書
出
と
並
ぶ
、
松
平
氏
下
賜
の
意
義
︱
徳
川
大
名

の
再
生
産
︱
が
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
で
き
た
、
と
考
え
る
。

　

今
後
は
、
他
の
大
名
家
に
つ
い
て
も
、
松
平
氏
下
賜
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

註

（
1
）　

江
戸
時
代
の
外
様
大
名
な
ど
へ
の
松
平
氏
下
賜
に
関
す
る
一
般
的
理
解
は
、
①
『
国
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
）
の
「
松
平
氏
」
の
項
目
、
②
小
川
恭

一
『
江
戸
幕
藩　

大
名
家
事
典
』
中
巻
、
原
書
房
、
一
九
九
二
年
。

（
2
）　

中
村
孝
也
『
新
訂
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
上
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
、
四
～
一
四
頁
。

　
　

以
下
、
行
論
上
、
拙
著
『
日
本
近
世
武
家
政
権
論
』（
近
代
文
芸
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
と
、
内
容
的
に
重
複
す
る
記
述
が
あ
る
が
、
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。

（
3
）　

中
村
孝
也
『
家
康
の
族
葉
』、
講
談
社
、
一
九
六
五
年
、
六
七
〇
頁
。

（
53
）

（
54
）
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（
4
）　

鍋
島
氏
へ
の
松
平
氏
下
賜
は
、光
茂
か
ら
治
茂
ま
で
で
は
な
く
、（
光
茂
以
前
の
）
忠
直
か
ら
（
治
茂
以
後
の
）
茂
実
（
直
大
）
ま
で
、よ
り
長
期
に
わ
た
っ

て
、
代
々
、
個
人
単
位
に
行
わ
れ
た
（
拙
稿
「
松
平
氏
下
賜
の
授
受
具
体
像
と
基
本
的
性
格
」（『
日
本
近
世
武
家
政
権
論
』、
近
代
文
芸
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

の
「
肥
前
佐
賀
藩
、
鍋
島
氏
へ
の
松
平
氏
下
賜
一
覧
表
」）。

　
　

な
お
、
忠
直
は
、
初
代
藩
主
・
勝
茂
の
嫡
子
で
、
藩
主
就
任
前
に
早
世
し
た
。

（
5
）　

藤
野
保
『
新
訂
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
、
七
三
～
七
五
・
一
七
八
頁
。

（
6
）　

朝
尾
直
弘
「
将
軍
政
治
の
権
力
構
造
」（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
一
〇
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
。
の
ち
、『
将
軍
権
力
の
創
出
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
四
年
）
に
所
収
）。

（
7
）　

前
掲
拙
稿
。

（
8
）　

丸
山
擁
成「
幕
藩
関
係　

︱
参
勤
交
代
を
中
心
と
し
て
︱
」（
藤
野
保
編『
佐
賀
藩
の
総
合
研
究
︱
藩
制
の
成
立
と
構
造
︱
』吉
川
弘
文
館
、一
九
八
一
年
）

な
ど
。
但
し
、
鍋
島
佐
賀
藩
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。

　
　

な
お
、
以
下
、
人
物
紹
介
は
『
新
訂　

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
な
ど
。

　
　

羽
柴
氏
下
賜
・
豊
臣
姓
下
賜
に
つ
い
て
は
拙
著
第
一
章
。

（
9
）　

な
お
、
政
家
の
子
、
高
房
は
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
こ
ろ
羽
柴
氏
の
み
与
え
ら
れ
た
。

　
　

ち
な
み
に
、
島
津
氏
の
事
例
も
、
義
弘
に
は
羽
柴
氏
・
豊
臣
姓
、
義
久
・
家
久
に
は
羽
柴
氏
の
み
で
あ
る
。
拙
著
第
一
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
）　

以
下
、
人
物
紹
介
は
、『
新
訂　

寛
政
重
修
諸
家
譜
』、
お
よ
び
、
佐
賀
県
立
図
書
館
編
『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
の
解
説
、
に
よ
る
。
以
下
、
人
物
紹
介

の
注
は
、
原
則
と
し
て
省
略
す
る
。

　
　

な
お
、
忠
直
の
事
例
は
、
す
で
に
拙
著
第
三
章
で
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
11
）　
「
坊
所
鍋
島
文
書
」『
大
日
本
史
料
』
第
十
二
編
之
五
十
、三
三
五
頁
。

　
　
　

以
下
、
史
料
の
引
用
に
つ
い
て
、
筆
者
が
（　

）
内
に
語
句
を
補
っ
た
場
合
が
あ
る
こ
と
を
、
予
め
お
断
り
し
て
お
く
。

　
　
　

坊
所
鍋
島
家
は
、
家
老
で
あ
る
姉
川
鍋
島
家
の
別
称
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
文
書
の
伝
来
は
、
概
略
、
将
軍
・
徳
川
秀
忠
→
佐
賀
藩
嫡
子
・
鍋
島
忠

直
→
佐
賀
藩
家
老
・
姉
川
鍋
島
家
、
と
な
る
。

　
　
　

な
お
、こ
の
文
書
の
よ
う
に
、松
平
氏
を
下
賜
す
る
機
能
が
あ
る
文
書
を
「
松
平
氏
下
賜
状
」
も
し
く
は
「
松
平
状
」
と
呼
ぶ
（
拙
著
第
六
章
・
第
九
章
）。

　
　
　

将
軍
・
秀
忠
か
ら
鍋
島
忠
直
へ
の
、
こ
の
松
平
状
は
、
他
の
松
平
状
と
も
同
じ
よ
う
な
形
式
で
あ
り
、
写
し
か
否
か
不
明
で
あ
る
が
、
内
容
は
本
物
で
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あ
ろ
う
。

（
12
）　
「
肥
前
（
佐
賀
）　

鍋
島
家
譜　

全
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
、
史
料
請
求
番
号
四
一
七
五
︱
六
七
六
）。
以
下
、「
鍋
島
家
譜
」
と
略
記
。

　
　
　

作
成
主
体
は
、鍋
島
家
（
家
臣
）。
書
き
継
が
れ
た
家
譜
、も
し
く
は
、そ
の
写
し
で
あ
ろ
う
。
他
の
史
料
と
、内
容
が
整
合
す
る
の
で
、信
頼
性
が
高
い
、

と
み
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。

（
13
）　
『
新
訂　

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
三
（
巻
第
八
百
二
十
三
）、
一
九
六
五
年
、
二
八
九
頁
。

　
　
　

言
う
ま
で
も
な
く
、
作
成
主
体
は
、
幕
府
。
諸
家
で
書
き
継
が
れ
た
家
譜
を
編
纂
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
他
の
史
料
と
、
内
容
が
整
合
す
る
場
合
も

多
い
の
で
、
あ
る
程
度
信
頼
で
き
る
、
と
み
て
、
援
用
し
て
も
良
い
と
考
え
る
。

（
14
）　
「
幕
府
日
記
」（
国
立
公
文
書
館
〈
内
閣
文
庫
〉
所
蔵
）。

　
　
　

作
成
主
体
は
幕
府
。
幕
府
の
公
的
記
録
の
性
格
を
持
つ
。
実
際
に
日
記
を
記
し
た
の
は
、
将
軍
の
右
筆
。
他
の
史
料
と
内
容
も
整
合
し
、
信
頼
性
が
高

い
一
次
史
料
と
言
え
よ
う
。

（
15
）　
「
鍋
島
家
譜
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
）。

（
16
）　
『
新
訂　

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
三
（
巻
第
八
百
二
十
三
）、
一
九
六
五
年
、
二
八
九
頁
。

（
17
）　
『（
江
戸
幕
府
日
記　

第
一
編
之
三
）
寛
文
年
録
』
第
四
巻
、
野
上
出
版
発
行
、
汲
古
書
院
発
売
、
一
九
九
三
年
、
三
五
二
頁
。

　
　
　

作
成
主
体
は
幕
府
。
幕
府
の
公
的
記
録
の
性
格
を
持
つ
。
実
際
に
日
記
を
記
し
た
の
は
、
将
軍
の
右
筆
た
ち
。
他
の
史
料
と
内
容
も
整
合
し
、
信
頼
性

が
高
い
一
次
史
料
と
言
え
よ
う
。

（
18
）　
「
鍋
島
家
譜
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
）。。

（
19
）　
『
新
訂　

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
三
（
巻
第
八
百
二
十
三
）、
一
九
六
五
年
、
二
八
九
～
二
九
〇
頁
。

（
20
）　
『（
江
戸
幕
府
日
記　

第
二
編
之
一
）
宝
永
年
録
』
第
三
巻
、
野
上
出
版
発
行
、
汲
古
書
院
発
売
、
一
九
八
六
年
、
一
三
九
頁
。

（
21
）　
「
鍋
島
家
譜
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
）。

（
22
）　
『
新
訂　

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
三
（
巻
第
八
百
二
十
三
）、
一
九
六
五
年
、
二
九
一
頁
。

（
23
）　

同
右
。

（
24
）　

佐
賀
県
立
図
書
館
〈
鍋
島
家
文
庫
〉
所
蔵
「
宗
茂
公
御
年
譜　

二
」（
佐
賀
県
立
図
書
館
編
『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
第
一
編
第
四
巻
、
一
九
九
六
年
、

三
二
九
頁
）。
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藩
主
の
年
譜
（
略
譜
）
は
、
藩
が
家
臣
た
ち
に
記
録
類
を
収
集
さ
せ
、
編
纂
さ
せ
た
。
そ
の
内
容
は
、
他
の
史
料
と
整
合
し
、
信
頼
性
は
高
い
。

　
　
　

な
お
、
鍋
島
家
の
年
譜
作
成
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
第
一
編
第
四
巻
、
冒
頭
部
分
に
解
説
が
あ
り
、
詳
し
い
。

（
25
）　
「
鍋
島
家
譜
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
）。

（
26
）　
『
新
訂　

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
三
（
巻
第
八
百
二
十
三
）、
一
九
六
五
年
、
二
九
一
頁
。

（
27
）　

同
右
。

（
28
）　

佐
賀
県
立
図
書
館
〈
鍋
島
家
文
庫
〉
所
蔵
「
宗
茂
公
御
年
譜　

三
」（
佐
賀
県
立
図
書
館
編
『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
第
一
編
第
四
巻
、
一
九
九
六
年
、

三
五
七
頁
）。

（
29
）　

佐
賀
県
立
図
書
館
〈
鍋
島
家
文
庫
〉
所
蔵
「
御
代
々
様
略
譜　

宗
教
公
」（
佐
賀
県
立
図
書
館
編
『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
第
一
編
第
十
巻
、二
〇
〇
二
年
、

五
九
五
頁
）。

（
30
）　
「
鍋
島
家
譜
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
）。

（
31
）　
『
新
訂　

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
三
（
巻
第
八
百
二
十
三
）、
一
九
六
五
年
、
二
九
二
頁
。

（
32
）　

佐
賀
県
立
図
書
館
〈
鍋
島
家
文
庫
〉
所
蔵
「
重
茂
公
御
年
譜　

一
」（
佐
賀
県
立
図
書
館
編
『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
第
一
編
第
四
巻
、
一
九
九
六
年
、

四
四
〇
頁
）。

（
33
）　
「
鍋
島
家
譜
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
）。

（
34
）　
『
新
訂　

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
三
（
巻
第
八
百
二
十
三
）、
一
九
六
五
年
、
二
九
二
頁
。

（
35
）　

佐
賀
県
立
図
書
館
〈
鍋
島
家
文
庫
〉
所
蔵
「
泰
国
院
様
御
年
譜
地
取　

四
」（
佐
賀
県
立
図
書
館
編
『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
第
一
編
第
五
巻
、一
九
九
七
年
、

一
九
〇
頁
）。

（
36
）　
「
幕
府
日
記
」（
国
立
公
文
書
館
〈
内
閣
文
庫
〉
所
蔵
）。

（
37
）　
「
鍋
島
家
譜
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
）。

（
38
）　
『
新
訂　

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
三
（
巻
第
八
百
二
十
三
）、
一
九
六
五
年
、
二
九
三
頁
。

（
39
）　
『
新
訂　

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
三
（
巻
第
八
百
二
十
三
）、
一
九
六
五
年
、
二
九
二
頁
。

（
40
）　
「
幕
府
日
記
」（
国
立
公
文
書
館
〈
内
閣
文
庫
〉
所
蔵
）。

（
41
）　
『
続
徳
川
実
紀
』
二
、
国
史
大
系
四
九
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
、
三
〇
二
～
三
〇
三
頁
。
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『
続
徳
川
実
紀
』
の
作
成
主
体
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
幕
府
。
実
際
に
編
纂
に
当
た
っ
た
の
は
、
幕
府
の
奥
儒
者
を
勤
め
た
成
島
司
直
ら
。

　
　
　
「
幕
府
日
記
」「
間
部
日
記
」
等
を
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
の
史
料
と
内
容
が
整
合
す
る
場
合
が
多
く
、
信
頼
で
き
る
史
料
で
あ
ろ
う
。

（
42
）　
『
新
訂　

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
三
（
巻
第
八
百
二
十
三
）、
一
九
六
五
年
、
二
九
三
頁
。

（
43
）　
「
鍋
島
家
譜
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
）。

（
44
）　
「
斉
直
公
御
元
服
御
願
書
被
差
出
并
御
一
字
御
称
号
之
留
書
」（
佐
賀
県
立
図
書
館
〈
鍋
島
家
文
庫
〉
所
蔵
、
鍋
八
七
二
︱
一
）。

　
　
　

な
お
、佐
賀
県
立
図
書
館
〈
鍋
島
家
文
庫
〉
所
蔵
「
斉
直
公
譜
地　

一
」（
佐
賀
県
立
図
書
館
編
『
佐
賀
県
近
世
史
料
』
第
一
編
第
十
巻
、二
〇
〇
二
年
、

四
九
七
頁
）
に
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
が
あ
る
。

（
45
）　
『
続
徳
川
実
紀
』
三
、
国
史
大
系
四
九
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
、
一
七
六
頁
。

（
46
）　
「
鍋
島
家
譜
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
）。

（
47
）　

深
井
雅
海
・
藤
實
久
美
子
編
『
江
戸
幕
府　

大
名
武
鑑
編
年
集
成
』
第
十
六
巻
、
東
洋
書
林
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
三
一
頁
。

　
　
　

年
鑑
形
式
の
紳
士
録
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
『
大
名
武
鑑
』
は
、
民
間
の
版
元
が
作
成
主
体
で
あ
り
、
一
年
に
一
度
の
み
改
訂
す
る
こ
と
か
ら
、
内
容

に
も
ズ
レ
が
生
じ
る
よ
う
で
あ
る
。
が
、
参
考
史
料
と
し
て
援
用
で
き
よ
う
。

（
48
）　

い
わ
ゆ
る
「
江
戸
幕
府
日
記
」（「
幕
府
日
記
」（
国
立
公
文
書
館
〈
内
閣
文
庫
〉
所
蔵
）、『
江
戸
幕
府
日
記
』（
藤
井
譲
治
（
監
修
・
解
題
）、ゆ
ま
に
書
房
、

二
〇
〇
三
～
二
〇
〇
四
年
）、
お
よ
び
、『
○
○
年
録
』（
野
上
出
版
））
に
は
、
茂
実
へ
の
松
平
氏
下
賜
に
つ
い
て
の
記
事
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。

　
　
　

な
お
、
い
づ
れ
の
「
江
戸
幕
府
日
記
」
も
作
成
主
体
は
幕
府
。
幕
府
の
公
的
記
録
の
性
格
を
持
つ
。
実
際
に
日
記
を
記
し
た
の
は
、
将
軍
の
右
筆
た
ち
。

他
の
史
料
と
内
容
も
整
合
し
、
信
頼
性
が
高
い
一
次
史
料
と
言
え
よ
う
。

　
　
　

ま
た
、『
新
訂　

寛
政
重
修
諸
家
譜
』『（
国
史
大
系
）
続
徳
川
実
紀
』、
あ
る
い
は
、「
鍋
島
家
譜
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
）
な
ど
の
家
譜
類

に
も
、
茂
実
へ
の
松
平
氏
下
賜
に
つ
い
て
の
記
事
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。

　
　
　

さ
ら
に
、
茂
実
（
直
大
）
関
係
の
書
籍
に
も
、
管
見
の
限
り
、
松
平
の
名
字
に
関
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。

（
49
）　

深
井
雅
海
・
藤
實
久
美
子
編
『
江
戸
幕
府　

大
名
武
鑑
編
年
集
成
』
第
十
六
巻
、
東
洋
書
林
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
三
一
頁
。

（
50
）　

深
井
雅
海
・
藤
實
久
美
子
編
『
江
戸
幕
府　

大
名
武
鑑
編
年
集
成
』
第
十
七
巻
、
東
洋
書
林
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
五
頁
。

（
51
）　

同
右
、
二
六
四
頁
。

（
52
）　
「
若
殿
様
侍
従
之
御
席
ニ
而
初
而
御
目
見
一
件
」（
佐
賀
県
立
図
書
館
〈
鍋
島
家
文
庫
〉
所
蔵
、
鍋
一
一
四
︱
三
）。
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（
53
）　

加
賀
金
沢
藩
の
前
田
家
旧
蔵
文
書
の
な
か
に
、
鍋
島
氏
を
含
め
、「
御
称
号
御
免
無
之
内
者
、
自
分
之
苗
氏
用
ル
也
」
と
あ
る
（「
御
三
家
並
諸
大
名
等

作
法
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
〈
加
越
能
文
庫
〉
所
蔵
））。

　
　
　

ま
た
、
幕
末
の
安
芸
広
島
藩
主
、
浅
野
茂
勲
（
の
ち
長
勲
）
の
証
言
と
し
て
、「
将
軍
家
の
御
目
見
得
が
済
ん
で
官
位
が
つ
く
と
、
松
平
姓
を
名
乗
り
、

藩
主
に
次
い
で
の
待
遇
を
受
け
る
の
で
す
」
と
あ
る
（「
浅
野
老
侯
の
お
話
」（
三
田
村
鳶
魚
・
朝
倉
治
彦
編
『
武
家
の
生
活　

鳶
魚
江
戸
文
庫
十
一
』、
中

公
文
庫
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
七
年
。
初
出
は
、『
日
本
及
日
本
人
』
大
日
社
、
一
九
三
六
年
））。

（
54
）　

拙
稿
「
松
平
氏
下
賜
の
授
受
具
体
像
と
基
本
的
性
格
」（
拙
著
、
第
九
章
）。　

　

　

末
筆
な
が
ら
、
史
料
所
蔵
機
関
各
位
に
は
、
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。　


